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電池の分別について電池の分別について
年３回の有害危険ゴミ収集日はご注意ください。年３回の有害危険ゴミ収集日はご注意ください。

問　産業環境課　☎27‐0178
　電池は種類によって処理過程が異なるため、違う種類のものといっしょに廃棄すると火災事故につ
ながる恐れがあります。電池は下記の種類に分別して出してください。

※乾電池の中には他の有害危険ごみ（水銀体温計や温度計、蛍光灯や電球、 カミソリ等の刃物等）
　を混ぜないでください。

①通常のアルカリ、
　マンガン乾電池
 （単１～単５形等）

②ニッケルカドミウム、
　リチウムイオン電池等
　の充電式電池

③ボタン電池
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